
下
請
法
（
４
）

　
前
回
ま
で
、
下
請
法
の
適
用
対
象

と
な
る
取
引
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し

た
。

　

今
回
は
「
ト
ン
ネ
ル
会
社
規
制
」

及
び
親
事
業
者
の
遵
守
義
務
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

ト
ン
ネ
ル
会
社
規
制

　
あ
る
事
業
者
（
以
下
「
Ａ
」
と
い

う
）
が
、
子
会
社
（
以
下
「
Ｂ
」
と

い
う
）
を
通
じ
て
、
下
請
事
業
者

（
以
下
「
Ｃ
」
と
い
う
）
と
製
造
委

託
な
ど
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
要
件
を
満

た
せ
ば
、
Ｂ
・
Ｃ
間
の
取
引
で
は
資

本
金
の
区
分
を
満
た
し
て
い
な
く
て

も
、
Ｂ
は
親
事
業
者
と
み
な
さ
れ
、

下
請
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
を
「
ト
ン
ネ
ル
会
社
規
制
」

と
言
い
、
前
記
の
よ
う
な
親
会
社
Ａ

に
よ
る
下
請
法
の
適
用
逃
れ
を
防
止

し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か

に
説
明
す
る
と
、
次
の
①
～
③
の
と

お
り
で
す
。

①�　
Ａ
が
直
接
Ｃ
に
製
造
委
託
等
を

し
た
と
す
れ
ば
、
下
請
法
の
適
用

を
受
け
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と

②�　
Ａ
が
、
Ｂ
の
議
決
権
の
過
半
数

を
有
す
る
な
ど
、
役
員
の
任
免
、

業
務
の
執
行
等
に
つ
い
て
、
Ｂ
を

実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
こ
と

③�　
Ｂ
が
、
Ａ
か
ら
受
け
た
製
造
委

託
等
の
額
ま
た
は
量
の
全
部
ま
た

は
相
当
部
分
を
、
Ｃ
に
再
委
託
し

て
い
る
こ
と

　
親
事
業
者
の
遵
守
義
務

　
下
請
法
は
、
親
事
業
者
に
次
の
よ

う
な
遵
守
義
務
を
課
し
、
下
請
取
引

の
適
正
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

①�　
下
請
代
金
の
支
払
期
日
を
定
め

る
義
務

　
下
請
代
金
の
支
払
遅
延
等
に
よ
っ

て
、
下
請
事
業
者
の
経
営
が
不
安
定

に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
親

事
業
者
は
、
下
請
事
業
者
と
の
間

で
、
下
請
代
金
の
支
払
期
日
を
事
前

に
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
支
払
期
日
に
つ
い
て
は
、
下

請
事
業
者
の
給
付
内
容
に
つ
い
て
検

査
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
親
事

業
者
が
発
注
し
た
物
品
等
を
受
領
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
60
日
以
内
で
、

で
き
る
限
り
短
い
期
間
に
な
る
よ
う

定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
も
し
、
支
払
期
日
を
定
め
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
親
事
業
者
は
、
下
請

事
業
者
に
対
し
、
物
品
等
の
受
領
日

に
下
請
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
支
払
期
日
が
給
付
受
領
日

か
ら
60
日
を
超
え
て
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
受
領
日
か
ら
起
算
し

て
60
日
を
経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②�　
発
注
書
面
の
交
付
義
務

　
口
頭
発
注
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
防

ぐ
た
め
、
親
事
業
者
は
、
発
注
に
当

た
り
、
法
令
で
定
め
る
発
注
内
容
に

関
す
る
具
体
的
記
載
事
項
の
す
べ
て

を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
発
注
書
面
は
、
発
注
後
直
ち

に
交
付
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に

違
反
す
る
と
、
50
万
円
以
下
の
罰
金

の
制
裁
が
あ
り
ま
す
。

③�　
遅
延
利
息
の
支
払
義
務

　
親
事
業
者
が
支
払
期
日
ま
で
に
下

請
代
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
、

下
請
事
業
者
に
対
し
、
給
付
受
領
日

か
ら
起
算
し
て
60
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
実
際
に
支
払
い
が
行
わ
れ
る
ま

で
の
期
間
、
年
14
・
6
％
の
遅
延
利

息
を
支
払
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。

④�　
取
引
書
類
等
の
作
成・保
存
義
務

　
親
事
業
者
が
下
請
取
引
の
状
況
に

注
意
を
払
う
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
の

発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
公
正

取
引
委
員
会
や
中
小
企
業
庁
に
よ
る

迅
速
・
正
確
な
調
査
や
検
査
に
役
立

つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
親
事
業
者

は
、
下
請
取
引
が
完
了
し
た
場
合
、

そ
の
給
付
内
容
、
下
請
代
金
の
額
な

ど
、
取
引
に
関
す
る
記
録
を
し
て
、

２
年
間
保
存
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
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【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。
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